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◆一次合格者の決定方法

国家専門職試験（大卒程度）
国税専門官の合格者の決定方法

［国税専門官］

受験者の筆記試験の得点は，各試験種目の素点（多肢選択式試験
の場合は正解数）をそのまま用いるのではなく，各試験種目ごと
に平均点，標準偏差を用いて下の方法で算出した「標準点」を用
いる。配点比率は以下のとおり。

試験種目

一次試験
基礎能力試験

専門試験（択一式）

二次試験
専門試験（記述式）

人物試験

基礎能力試験および専門試験（多肢選択式）において基準点以上
である一次試験受験者について，両試験種目の標準点の合計に基
づいて決定される。



標準偏差

基準点

標準点

受験者の得点のばらつき具合を示す指標。一般にこの数値が小さ
い場合，受験者の素点が平均点付近に多く分布していることを表
し，逆に標準偏差が大きい場合，受験者の素点が幅広く分布して
いることを表す。

用語の解説

各試験種目において，最低限必要な素点（正解数）。この点に達
しない試験種目が１つでもある場合は，他の試験の成績にかかわ
らず不合格となる。実際の基準点は原則として満点の30％で設
定されることが多い。

合格者の決定を行うときに使用される得点。各試験種目によって
満点（要解答題数）が異なっていること，受験者の素点のばらつ
きが異なっていることの影響を修正するために用いるもので，各
受験者の成績が受験者全体の成績の分布の中でどの辺りにあるか
を相対的に示している。



年度 満点 平均点 標準偏差 基準点

４年度 40 21.265 5.001 12

３年度 40 24.407 5.292 12

２年度 40 22.175 5.407 12

元年度 40 18.293 4.293 12

30年度 40 21.318 4.279 12

年度 満点 平均点 標準偏差 基準点

４年度 40 20.526 6.381 12

３年度 40 20.422 6.233 12

２年度 40 20.792 6.551 12

元年度 40 21.135 6.418 12

30年度 40 17.572 5.804 12

◆最終合格者の決定方法
専門試験（記述式）において基準点以上であり，かつ人物試験に
おいてＡ～C評価であり，かつ，身体検査に合格した二次試験受
験者について，基礎能力試験，専門試験（択一式），専門試験
（記述式），人物試験の標準点の合計に基づいて決定される。

過去５年間の平均点・標準偏差
［国税専門官］

基礎能力試験

専門試験（択一式）


